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Ｉ．働く人と企業にとって世界トップレベルの活動しやすい環境の実現  

１．女性の活躍推進と全員参加型社会実現のための働き方改革 

 ①「女性が輝く日本」の実現 

女性の活躍を支える社会基盤整備を強力に進める。まず「待機児童解消加速化プラン」

を確実に実施する。あわせて、保育士不足に対応するための方策を検討する。また、就学

前のみならず、小学校入学後も、子どもが安心して過ごせる居場所を確保し、子どもを持

つ女性等の就業を更に促進する観点から、待機児童解消等に向けた学童保育の充実等につ

いて検討を行う。また、働き方の選択に対して中立的な税制・社会保障制度の在り方や、

ベビーシッターやハウスキーパー等の家事・育児支援サービスの利用者負担軽減に向けた

方策、品質保証の仕組みの導入、人材供給の拡大のための方策等について検討する。 

平成 26年 1月 20 日 

産 業 競 争 力 会 議 

成長戦略進化のための今後の検討方針（抄） 



所　得　税 住　民　税

昭和２２年
（1947年）

　・本人 ３８万円 ３３万円 ―

昭和３６年
(1961年）

　・生計を一にし、かつ、年間所得が３８万円以下である配偶者（控除対象
   配偶者）を有する者

―

（昭和３６年）
（1961年）

　・年齢が７０歳未満の控除対象配偶者を有する者 ３８万円 ３３万円 ―

昭和５２年
（1977年）

　・年齢が７０歳以上の控除対象配偶者を有する者 ４８万円 ３８万円 ―

昭和６２年
　・生計を一にする年間所得が３８万円を超え７６万円未満である配偶者
　 を有する者

最高３８万円 最高３３万円 年間所得1,000万円以下

昭和２５年
（1950年）

　・生計を一にし、かつ、年間所得が３８万円以下である親族等（扶養親
   族）を有する者

―

一般の扶養親族
（昭和２５年）
（1950年）

　・年齢が１６歳以上１９歳未満又は２３歳以上７０歳未満の扶養親族を
　 有する者

３８万円 ３３万円 ―

特定扶養親族
平成元年
（1989年）

　・年齢が１９歳以上２３歳未満の扶養親族を有する者 ６３万円 ４５万円 ―

老人扶養親族
昭和４７年
（1972年）

　・年齢が７０歳以上の扶養親族を有する者 ４８万円 ３８万円 ―

（同居老親等加算）
昭和５４年
（1979年）

　・直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としている者 ＋１０万円 ＋７万円 ―

昭和２５年
（1950年）

　・障害者である者
　・障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する者

２７万円 ２６万円 ―

（特別障害者控除）
昭和４３年
（1968年）

　・特別障害者である者
　・特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する者

４０万円 ３０万円 ―

（同居特別障害者控除）
昭和５７年
（1982年）

　・特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族と同居を常況と
　　している者

７５万円 ５３万円 ―

昭和２６年
（1951年）

　①夫と死別した者
　②夫と死別又は夫と離婚したもので、かつ、扶養親族を有する者

２７万円 ２６万円
①の場合

年間所得500万円以下

（特別寡婦加算）
平成元年
（1989年）

　・寡婦で、扶養親族である子を有する者 ＋８万円 ＋４万円 年間所得500万円以下

昭和５６年
（1981年）

　・妻と死別又は離婚をして扶養親族である子を有する者 ２７万円 ２６万円 年間所得500万円以下

昭和２６年
（1951年）

　・本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者 ２７万円 ２６万円
年間所得65万円以下かつ給
与所得等以外が 10万円以下
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　　※　年少扶養控除の廃止（平成22年度税制改正）に伴う改正増収額は所得税約5,000億円、住民税約4,000億円。

扶養控除の見直しについて

扶養控除(所得税）

扶養控除(住民税）

○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（38万円）を廃止する。

○ 高校の実質無償化に伴い、16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（25万円）を廃止する。

※ 所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

６３万円

５８万円 ５８万円

４８万円 ４８万円

３８万円

１５歳 16歳 18歳 19歳　　22歳 ２３歳 ６９歳 ７０歳～

３８万円

６３万円

扶養控除
（年少）

扶養控除
（成年）

同居老親等加算

３８万円
老人扶養控除

特定扶養控除

【改正後】
廃 止

【改正後】
25万円縮減

４５万円 ４５万円

３８万円 ３８万円

３３万円

１５歳 16歳 18歳 19歳　　22歳 ２３歳 ６９歳 ７０歳～

同居老親等加算

３３万円 ３３万円

老人扶養控除扶養控除
（年少）

扶養控除
（成年）

４５万円

特定扶養控除

【改正後】
廃 止

【改正後】
12万円縮減
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○ 児童手当法一部改正法附則（平成 24 年法律第 24 号）（抄） 
附 則 

（検討） 

第二条 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律によ

る改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民

税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基

づき、必要な措置を講ずるものとする。 

２ この法律による改正後の児童手当法附則第二条第一項の給付の在り方について、前項の結果に

基づき、必要な措置を講ずるものとする。 

○ Ｊファイル 2013 総合政策集（抄）
さあ、経済を取り戻そう。 

財政健全化への着実な歩み 

（国民生活全般への配慮） 

個人所得課税については、各種控除や税率構造を一体として見直すことが必要です。所得

税については、平成 25年度税制改正において最高税率の見直しを行ったところですが、さら

に、社会の基本は「自助」にありますから、家族の助け合いの役割も正しく評価されなけれ

ばなりません。その観点から、配偶者控除は維持し、児童手当との関係を整理した上で年少

扶養控除を復活します。 



  配偶者控除の適用がなくなることにより、配偶者の給与収入が増えても、世帯でみれば「手取

  りの逆転現象」（いわゆる「壁」）が生じていたが、現行においては、税制上の「壁」は解消

  されている。

（配偶者の給与収入）

（105万円未満）38
36 (110)

31

141万円

(115)

26 (120)

21 (125)

16 (130)

11 (135)

6 (140)

⇒　かつては「配偶者特別控除」がなく、配偶者の給与収入が103万円を超えると納税者本人の

3 （141万円未満）

0
103万円

現行の配偶者特別控除は、配偶者の給与収入
が103万円を超え、141万円までの場合に適用
される控除（収入に応じて控除額が増減する）

配偶者特別控除
（最高38万円）

配偶者控除（38万円）

※給与収入が103万円以下の
配偶者が対象

納税者本人の
受ける控除額

配偶者の給与収入

配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み

昭和62年 創設
平成16年～ 上乗せ部分廃止



パート労働者が就業調整を行う理由



第２ 各論 

１．個人所得課税 

 (4) 世帯構成と税負担のあり方 

個人所得課税においては、個人単位課税を基本としつつ、人的控除という仕組みにより家族の

個別の事情に配慮することが適当であるが、個々の人的控除制度については、以下のような議論

があった。 

① 配偶者との関係 

配偶者控除等（配偶者控除・配偶者特別控除）については、以下のような観点から見直し

を図るべきとする意見が多く見られた。 

イ 男女共同参画が進んでおり、また、配偶者の家事労働には納税者本人にとっての経済的

価値等がある 

ロ 現行制度は配偶者の就労の中立性を阻害している 

ハ 納税者本人は配偶者控除等の適用を受け、配偶者が基礎控除の適用を受けることで、二

重に控除を享受する場合がある 

ニ 配偶者控除等を見直し、その財源を子育て支援に充ててはどうか 

他方で、夫婦は生活の基本的単位であり、現行制度を維持すべきとする意見もあった。 

配偶者控除等のあり方については、上記のような様々な意見を踏まえて見直しを図ることも

考えられる。その際、配偶者控除等の見直しにより税負担が急激に増えることは避けるべきで

あり、他の控除の見直し等も踏まえる必要がある。 

抜本的な税制改革に向けた基本的考え方（抄）

平成19年 11月 

政府税制調査会


